
民主党 自由民主党 公明党 みんなの党 生活の党 日本共産党 社会民主党 みどりの風 日本維新の会

①　賛成である。 ①　賛成である。 ①　賛成である。 ①　賛成である。 ①　賛成である。 ①　賛成である。 ①　賛成である。

民主党 自由民主党 公明党 みんなの党 生活の党 日本共産党 社会民主党 みどりの風 日本維新の会

その他
②　数値目標は示さないも
のの委員に含めることを明
記する。

①　５０％以上との数
値目標を明記する。

②　数値目標は示さ
ないものの委員に含
めることを明記する。

①　５０％以上との数値
目標を明記する。

①　５０％以上との数
値目標を明記する。

①　５０％以上との
数値目標を明記す
る。

障害者に国・地方レベ
ルの審議会で障害者お
よび家族、関係者の
方々の意見が十分反
映されるよう、どのよう
な審議会構成にすべき
か検討する。

障害者権利条約に規定さ
れる障がい者の意見反映
のために、改正障害者基本
法は「国及び地方公共団体
は、障害者の自立及び社会
参加の支援等のための施
策を講ずるに当たっては、
障害者その他の関係者の
意見を聴き、その意見を尊
重するよう努めなければな
らない」と定めております。
同法の規定を確かなものと
するべく、障害者委員の参
画をはじめ、障がい者の
方々の意見がより反映され
る方法の検討が必要と考え
ます。

数値目標というより
も、とにかく委員に含
めることが肝心。

民主党 自由民主党 公明党 みんなの党 生活の党 日本共産党 社会民主党 みどりの風 日本維新の会

その他
③　特に記載する必要はな
い。

①　５％以上との数値
目標を明記する。

②　数値目標は示さ
ないものの委員に含
めることを明記する。

①　５％以上との数値目
標を明記する。

①　５％以上との数
値目標を明記する。

①　５％以上との
数値目標を明記す
る。

障害者に国・地方レベ
ルの審議会で障害者
の意見が十分反映され
るよう、どのような審議
会構成にすべきか検討
する。

障害者権利条約に規定さ
れる障がい者の意見反映
のために、昨年成立した改
正障害者基本法には「国及
び地方公共団体は、障害者
の自立及び社会参加の支
援等のための施策を講ずる
に当たっては、障害者その
他の関係者の意見を聴き、
その意見を尊重するよう努
めなければならない」と定
められております。一般政
策においても、障がい者の
意見がより反映される方法
を検討する必要があると考
えます。

数値目標というより
も、とにかく委員に含
めることが肝心。

　②、③の場合、その理由をお書きください。（200字以内）
※『平成24年度版障害者白書』によると「およそ国民の６％が何らかの障害を有している」（p.19）とあります。しかしこの数値には、難病や知的な障がいを伴わない発達障害者は含ま

　れていません。ちなみにOECD（2003）の報告によると、労働年齢期間の人口総数に対する障害者の比率は、平均14％となっています。

　②、③の場合、その理由をお書きください。（200字以内）

Ｑ４－３　一般政策における審議会等の障害者割合

　障害者基本計画に、すべての国・都道府県・市町村の審議会等委員に占める障害者の割合を
①　５％以上（※）との数値目標を明記する。
②　数値目標は示さないものの委員に含めることを明記する。
③　特に記載する必要はない。

　②、③の場合、その理由をお書きください。（200字以内）

Ｑ４－２　障害者に関わる審議会等の障害者割合

　障害者基本計画に、障害者に関わる国・都道府県・市町村の審議会等委員に占める障害者の割合を
①　50％以上との数値目標を明記する。
②　数値目標は示さないものの委員に含めることを明記する。
③　特に記載する必要はない。

者が含まれています。そこで、「男女共同参画基本計画」において国・都道府県・市町村の審議会等委員に占める女性の割合を数値目標と定めているよう
に、「障害者基本計画」において、障害者の委員の割合を目標値として明記することが必要と考えますが、貴党のお考えをお教えください。

Ｑ４－１　障害者政策委員会を早期開催することに

①　賛成である。
②　反対である。
③　その他

４、障害者の政策への意見反映

　障害者権利条約第４条の３では「締約国は、この条約を実施するための法令及び政策の作成及び実施において、並びに障害者に関する問題について
の他の意思決定過程において、障害者（障害のある児童を含む。）を代表する団体を通じ、障害者と緊密に協議し、及び障害者を積極的に関与させる。」
とあり、また“Nothing About Us Without Us”（私たちのことを私たち抜きに決めないで）は、障害者権利条約制定における基本的な理念と言われていま
す。しかし、平成23年の障害者基本法改正で発足した障害者政策委員会は、昨年の12月の新政権発足以降、一度も開催されていません。
　また私たち（障害者）に関わる政策及び計画は、障害者を対象としたものにとどまりません。政府が立案する「すべての政策及び計画」の対象には障害


